
令和７年１月16日（木）
大阪労働局 労働基準部 安全課・健康課
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労働災害による死亡者数、死傷者数の推移（大阪労働局）

死
傷
者
数
お
よ
び
死
亡
者
数
（
人
）

出典︓労働者死傷病報告、死亡災害報告より作成

※死亡者数は、数年ごとに増減を繰り返しているものの長期的には減少傾向にある。令和5年は、過去最少となった。
※休業４日以上の死傷者数は、平成19年に10,000人を切ったもののその後は、8,000人台で推移していたが、近年増加傾向にある。
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※︓１．死傷者数は平成10年までは労災保険給付データ、平成11年以降は労働者死傷病報告による。
２．死亡者数、休業4日以上の死傷者数ともに新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除いたもの。
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大阪労働局 第14次労働災害防止推進計画の進捗状況(令和５年確定値)
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業種別死亡者数の内訳（令和6年）
（人）

令和６年10月末日現在の労働災害発生状況（死亡災害）令和７年1月10日現在の労働災害発生状況（死亡災害）（大阪労働局）
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令和６年12月末日現在の労働災害発生状況（死傷災害）
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大阪労働局管内 小売業 事故の型別 死傷災害発生状況（平成29年～令和５年）
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事故の型別　死傷者数（人） H29 H30 H31/R01 R02年 R03年 R04年 R05年
転倒 273 345 318 312 302 364 350
動作の反動・無理な動作 131 151 134 163 184 174 176
墜落・転落 86 97 109 87 96 122 102
交通事故（道路） 102 84 88 76 80 73 66
切れ・こすれ 63 59 79 72 76 58 65
はさまれ・巻き込まれ 50 59 63 57 66 59 61
その他 137 176 170 147 176 175 172

合　　計 842 971 961 914 980 1025 992

0

200

400

600

800

1000

1200

H29 H30 H31/R01 R02年 R03年 R04年 R05年

273
345 318 312 302

364 350

131

151
134 163 184

174 17686

97
109 87 96

122 102
102

84 88 76 80
73

66
63

59 79 72 76
58

65
50

59 63 57
66

59
61137

176 170
147

176
175

172

その他

はさまれ・巻き込まれ

切れ・こすれ

交通事故（道路）

墜落・転落

動作の反動・無理な動
作

転倒



7

アウトプット指標とは

アウトカム指標とは

労働者の協力の下、事業者が安全衛生管理活動に取り組んでもらうための目標

事業者がアウトプット指標を達成した結果として期待される指標

アウトカム指標の達成を目指した場合、労働災害全体としては、・・
• 死亡災害については、2022年と比較して、2027年においては、

５％以上減少する。
• 死傷災害については、2021年までの増加傾向に歯止めをかけ、

死傷者数については、2022年と比較して2027年までに減少に
転ずる。

第 1 4次労働災害防止推進計画
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アウトカム指標アウトプット指標
（ア）労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

・増加が見込まれる転倒の年齢層別死
傷者数を2027年までに2022年の死傷
者数以下とする。
・転倒による平均休業見込日数を2027
年までに40日以下とする。

・転倒災害対策（ハード・ソフト両面からの対策）に取り組む事
業場の割合を2027年までに50％以上とする。
・卸売業・小売業／医療・福祉の事業場における正社員以外へ
の安全衛生教育の実施率を2027年までに80％以上とする。

（イ）高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

・増加が見込まれる60歳代以上の死傷
者数を2027年までに2022年の死傷者
数以下とする。

・「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基
づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組を実施する事業場の
割合を2027年までに50％以上とする。
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（ウ）多様な働き方への対応、外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

・外国人労働者の死傷者数を2027年ま
でに2022年の死傷者数以下とする。

・母国語に翻訳された教材、視聴覚教材を用いるなど外国人労
働者に分かりやすい方法で災害防止の教育を行っている事業場
の割合を2027年までに50％以上とする。

第14次労働災害防止推進計画アウトプット指標とアウトカム指標第14次労働災害防止推進計画 アウトプット指標 と アウトカム指標



第14次労働災害防止推進計画アウトプット指標とアウトカム指標

アウトカム指標アウトプット指標

（エ）業種別の労働災害防止対策の推進

・陸上貨物運送事業の死傷者数を
2027年までに2022年と比較して５％
以上減少させる。

・「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライ
ン」に基づく措置を実施する陸上貨物運送業等の事業場（荷
主となる事業場を含む。）の割合を2027年までに45％以上と
する。

・建設業の死亡者数を2027年までに
2022年と比較して15％以上減少させ
る。

・墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む
建設業の事業場の割合を2027年までに85％以上とする。

・製造業における機械によるはさまれ・巻
き込まれ死傷者数を2027年までに
2022年と比較して５％以上減少させる。

・機械による「はさまれ巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業
の事業場の割合を2027年までに60％以上とする。
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第14次労働災害防止推進計画 アウトプット指標 と アウトカム指標

第14次労働災害防止推進計画アウトプット指標とアウトカム指標

アウトカム指標アウトプット指標

（オ）労働者の健康確保対策の推進

・週労働時間40時間以上である雇
用者のうち、週労働時間60時間以
上の雇用者の割合を2025年まで
に５％以下とする。

・企業における年次有給休暇の取得率を2025年までに
70％以上とする。
・勤務間インターバル制度を導入している企業の割合を
2025年までに15％以上とする。

・自分の仕事や職業生活に関するこ
とで強い不安、悩み、ストレスがあると
する労働者の割合を2027年までに
50％未満とする。

・メンタルヘルス対策に取り組む事業者の割合を2027年
までに80％以上とする。
・50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施
の割合を2027年までに50％以上とする。

・労働者の健康障害全般の予防につな
がり、健康診断有所見率等が改善する
ことが想定される。

・必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合
を2027年までに80％以上とする。
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第14次労働災害防止推進計画 アウトプット指標 と アウトカム指標



第14次労働災害防止推進計画アウトプット指標とアウトカム指標
アウトカム指標アウトプット指標

（カ）化学物質等による健康障害防止対策の推進
・化学物質の性状に関連の強い死傷災
害（有害物等との接触、爆発、火災に
よるもの）の件数を2018年から2022年
までの５年間と比較して、2023年から
2027年までの５年間で、５％以上減
少させる。

・労働安全衛生法第57条及び第57条の２に基づくラベル表
示・ＳＤＳの交付の義務対象となっていないが、危険性有害性
が把握されている化学物質について、ラベル表示、ＳＤＳの交付
を行っている事業場の割合を2025年までにそれぞれ80％以上
とする。
・労働安全衛生法第57条の３に基づくリスクアセスメントの実施
の義務対象となっていないが、危険性又は有害性が把握されて
いる化学物質について、リスクアセスメントを行っている事業場の
割合を2025年までに80％以上とするとともに、リスクアセスメン
ト結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため
必要な措置を実施している事業場の割合を2027年までに
80％以上とする。

・増加が見込まれる熱中症による死亡者
数の増加率※を第13次労働災害防止
計画期間と比較して減少させる。
※当期計画期間中の総数を前期の同
計画期間中の総数で除したもの

・熱中症災害防止のために暑さ指数を把握し、活用している事
業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加させる。
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第14次労働災害防止推進計画 アウトプット指標 と アウトカム指標

12

大阪発・新4Ｓ運動大 阪 発 ・ 新 ４ Ｓ 運 動大 阪 発 ・ 新 ４ Ｓ 運 動

12



安全見える化活動
○ 「年間安全衛生計画」を作成し、実行することにより「安全衛生活動」を見える化する。
○ 事業場・現場・店舗等の総点検を実施し、「危険場所」、「危険箇所」及び「危険作業」を見える化する。
○ 墜落・転落、転倒、はさまれ・巻き込まれ、切れ・こすれ等の危険場所等を「危険マップ」により見える化す
る。

○ 交通事故の危険を感じた事例（ヒヤリ・ハット事例）の収集、交通ＫＹＴや交通安全情報マップの活
用などで「交通労働災害防止活動」を見える化する。

○ 各企業・事業場・現場・店舗等におけるトップ自らが安全衛生に対する取組を宣言し、すべての労働者
と安全衛生意識を共有する。

・建設業における「現場所長安全宣言」を現場の見やすい場所に掲示
・製造業における「工場長安全宣言」を事業場の見やすい場所に掲示
・小売業や飲食店の各店舗における「店長安全宣言」をバックヤードの見やすい場所に掲示

○ 熱中症を防止するため、暑さ指数を表示して危険の度合いを見える化し、熱中症になった時の対応も見
える化する。

階段中央部に黄色
線を入れるとともに，
け上げ部分に黄色い
▲を入れたことにより、
左側通行の徹底，
接触事故を防止

毎日、ＷＢＧＴ値
を測定し、現場に掲
示することで、熱中
症に対する警戒意
識の高揚に繋げた

◎ 安全見える化活動 ◎
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安全見える化活動
○ 作業者への安全衛生教育の促進はもとより、各級管理者等に対する安全衛生教育についても計画的
に行う。

○ 危険体感教育の実施により、作業者の危険感受性を高める。
○ ｅラーニング教材を活用した教育にも取り組む。
○ 建設業における送り出し教育を確実に実施する。
○ 正社員以外の労働者に対し作業内容を理解させ、雇入れ時の安全衛生教育を確実に実施する。
○ 高年齢労働者、外国人労働者等においては、身体機能の低下や作業に不慣れなことなどによる災害の
発生が懸念されることから、雇入れ時教育や危険体感教育等について、母国語教材を取り入れるなどそれ
ぞれの特性に応じた教育を行う。

〇 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（令和２年３月16日付け基安発0316第１
号。エイジフレンドリーガイドライン。）に基づく取組の促進を図る

○ 入職一年未満の経験の浅い者に対する安全作業スキルアップ教育を実施する。
○ 労働者自らも進んで安全衛生教育を受講し、危険感受性を高め、健康の保持増進に努める。

◎ 安全Study活動 ◎

Ｅラーニングも有効

14



○ 事業場規模やこれまでの取り組み状況に応じて職場におけるヒヤリハット事例収集やKY活動を展開。
○ 職場に潜む危険性又は有害性の洗い出し、特定を行い、リスクの見積り、リスク低減措置の検討等を経
て、それに基づく措置の実施を行うリスクアセスメントを広く定着させていく。

○ 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に基づく「年間安全衛生計画」を樹立。
○ 自主的安全衛生活動を活性化し、ステップアップを図る。
〇 厚生労働省ホームページに掲載する「機械安全化の改善事例集」等を参考に非定常作業も含めた機
械のリスクアセスメント等の実施の推進を図る。あわせて、残留リスク情報等はリスクアセスメント等を実施する
際に重要であることから、機械の譲渡者等に対し、機械に関する残留リスク情報等の通知を促す。

◎ リスク評価推進活動 ◎

改 善
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○ 建設現場において、墜落制止用器具の確実な使用を徹底するため、墜落
制止用器具試行訓練（作業前に墜落制止用器具の点検を兼ねて、単管等
にてフックの着脱訓練を行う）を実施する。

○ 墜落制止用器具使用の重要性を再認識し、墜落危険箇所では作業者間
で相互の使用の確認を徹底する。

○ 作業床や手すりの設置が困難な場所での作業時に親綱等墜落制止用器
具取付け設備の設置を徹底する。

○ 二丁掛け墜落制止用器具を基本に、高所作業における墜落時の衝撃を緩
和するフルハーネス型墜落制止用器具の使用を徹底する。

◎ 命綱GO活動（いのちつなごうかつどう） ◎（参考）

安全帯 ヨシ！

試行ゲートで点検と訓練
フルハーネス型墜落制止用器具

16



① 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関する
こと。

② 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法
に関すること。

③ 作業手順に関すること。
④ 作業開始時の点検に関すること。
⑤ 業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
⑥ 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
⑦ 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
⑧ 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要

な事項

マンガでわかる働く人の安全と健康
（教育用教材）

安全衛生教育 について

厚生労働省
職場のあんぜんサイト

17

労働安全衛生規則第35条（安全衛生教育）
雇い入れ時 又は 作業内容を変更したとき

外国人労働者の労働災害発生状況（全国）

18
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ベトナム
40.6%

中国（香港等を含む）
17.6%

韓国
6.4%

フィリピン
5.2%

ブラジル
2.7%

ネパール
4.2%

インドネシア
10.0%

その他
13.3%

令和５年 国籍/地域別の死傷者数割合

外国人労働者の労働災害発生状況（大阪労働局）

うち技術・
人文知識・
国際業務

うち
特定技能

103 53 41 4 99 27 96 1 330 100.0%
( 81 ) ( 57 ) ( 17 ) ( 14 ) ( 82 ) ( 30 ) ( 103 ) ( 310 ) (100.0%) 
8 5 3 13 1 18 40 12.1%
( 6 ) ( 5 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 5 ) ( 2 ) ( 11 ) ( 25 ) (8.1%) 

13 6 4 12 3 16 44 13.3%
( 6 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 11 ) ( 3 ) ( 20 ) ( 40 ) (12.9%) 

2 2 2 4 8 2.4%
( 4 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 9 ) (2.9%) 

12 8 3 6 3 5 26 7.9%
( 8 ) ( 6 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5 ) ( 2 ) ( 13 ) ( 31 ) (10.0%) 

1 1 2 3 6 1.8%
( 2 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 7 ) (2.3%) 

6 4 2 10 2 3 21 6.4%
( 2 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 13 ) (4.2%) 

29 14 14 2 31 3 16 1 82 24.8%
( 32 ) ( 25 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 32 ) ( 7 ) ( 16 ) ( 93 ) (30.0%) 
11 6 4 1 15 4 6 37 11.2%

( 9 ) ( 7 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 14 ) ( 3 ) ( 13 ) ( 41 ) (13.2%) 
1 1 0.3%

2 2 4 4 2 12 3.6%
( 2 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 7 ) (2.3%) 

2 2 2 4 1.2%
( 1 ) ( 1 ) (0.3%) 

1 1 1 0.3%

1 1 2 1 4 1.2%
( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 5 ) ( 8 ) (2.6%) 

( 1 ) ( 1 ) (0.3%) 
13 6 4 1 3 4 18 39 11.8%

( 7 ) ( 5 ) ( 1 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 13 ) ( 31 ) (10.0%) 
2 2 1 1 4 1.2%
( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) (0.6%) 

1 1 0.3%
( 1 ) ( 1 ) (0.3%) 

動作の反動、無理な動作

60.0%

10.0%

▲ 11.1%

▲ 16.1%

▲ 14.3%

61.5%

▲ 11.8%

▲ 9.8%

25.8%

100.0%

71.4%

300.0%

▲ 50.0%

▲ 100.0%

専門的技術的分野の在留資格

特定活動 技能実習 資格外
活動

身分に
基づく

在留資格
増減率

6.5%

その他 不明 計

全産業

構成比

墜落、転落

飛来、落下

崩壊、倒壊

転倒

激突

切れ、こすれ

踏み抜き

激突され

はさまれ、巻き込まれ

有害物等との接触

感電

高温・低温の物との接触

おぼれ

交通事故（道路）

爆発

破裂

火災

データ出所︓労働者死傷病報告上段は、令和５年の死傷者数、下段の（　　）内は、令和４年の死傷者数

令和５年　外国人労働者における労働災害の状況（事故の型別前年比較）
（事故の型別・在留資格別死傷者数（新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く休業4日以上））

確　　　　　定

交通事故（その他）

※

その他

分類不能
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外 国 人 労 働 者 へ の 安 全 衛 生 教 育 や 健 康 管 理 を 実 施
○ 外国人労働者が、内容を確実に理解できる方法で行う。（母国語や視聴覚教材の使用）
○ 使用させる機械等、原材料等の危険有害性や取扱方法を確実に理解させる。
○ 標識、掲示及び表示等に図解を用いる、母国語で注意喚起語を表示する。 等

アウ ト プッ ト 指標（2027年まで）

母国語に翻訳された教材、視聴覚教材を用いるなど外国人労働者に分かりやすい方
法で災害防止の教育を行っている事業場の割合を2027年までに50％以上とする。

アウ ト カ ム指標（2027年まで）

外国人労働者の死傷者数を2027年までに2022年の死傷者数以下とする。

外国人労働者の労働災害防止対策

職場のあんぜんサイト
外国語対応の動画教材

厚生労働省 ホームページ
外国人労働者の安全衛生対策について

業務経験が
比較的短い

日本語そのものの
理解が不十分

コミュニケーション不足により、
職場の「危険」の伝達・理解も不足

20



19歳以下
2.3% 20歳台

12.8%

30歳台
11.4%

40歳台
18.4%

50歳台
28.4%

60歳以上
26.7%

19歳以下
3.0% 20歳台

11.7%

30歳台
9.3%

40歳台
15.0%

50歳台
27.1%

60歳以上
33.9%

全産業 小売業

大阪労働局管内 年齢別 死傷災害発生状況（令和５年）
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 経営トップによる方針表明と体制整備
経営トップが高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組む方針
を表明し、対策の担当者を明確化します。労働者の意見を聴く
機会を設けます。

 高年齢労働者の労働災害防止のためのリスクアセスメント
の実施
高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害発生リスクに
ついて、災害事例やヒヤリハット事例から洗い出し、優先順位
をつけて２以降の対策を実施します。

１ 安全衛生管理体制の確立

 身体機能の低下を補う設備・装置の導入（主にハード面の
対策）
身体機能の低下による労働災害を防止するため施設、設備、装
置等の改善を行います。

 高年齢労働者の特性を考慮した作業管理（主にソフト面の
対策）
敏捷性や持久性、筋力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮し
て作業内容等の見直しを行います。

２ 職場環境の改善

 健康状況の把握
雇い入れ時および定期の健康診断を確実に実施するとともに、
高年齢労働者が自らの健康状況を把握できるような取組を実
施するよう努めます。

 体力の状況の把握
事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の体力の状況
を客観的に把握し必要な対策を行うため、主に高年齢労働者
を対象とした体力チェックを継続的に行うよう努めます。
※ 健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に
関する情報の適正な取り扱いのために事業者が講ずべき
措置に関する指針」を踏まえた対応が必要です。

３ 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

 個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた対応
・基礎疾患の罹患状況を踏まえ、労働時間の短縮や深夜業の回数
の減少、作業の転換等の措置を講じます。

・個々の労働者の状況に応じ、安全と健康の点で適合する業務を
マッチングさせるよう努めます。

 心身両面にわたる健康保持増進措置
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針（THP指
針） 」や「労働者の心の健康の保持増進のための指針（メンタ
ルヘルス指針）」に基づく取組に努めます。

４ 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

 高年齢労働者、管理監督者等に対する教育
労働者と関係者に、高年齢労働者に特有の特徴と
対策についての教育を行うよう努めます。
（再雇用や再就職等で経験のない業種、業務に従
事する場合、特に丁寧な教育訓練を行います。）

５ 安全衛生教育

エイジフレンドリーガイドラインの概要
（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）



36,058 

22,000

27,000

32,000

37,000

H
25

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30 R1 R2 R3 R4 R5

（人）

転倒災害は増加の一途

転倒災害による平均休業日数（令和５年）48.5日 ※労働者死傷病報告による休業見込日数

60歳以上女性
30%

50代女性
18%

60歳以上
男性
15%

50代男性
11%

40代男性
7%

40代女性
6%

性別・年齢別内訳（令和５年）

50代以上
女性
49％

全国的に転倒災害は増加傾向にあります。
特に50歳以上の女性の割合が高く、平均休業日数も長くなる傾向にあります。

転倒災害 の防止対策について

つまずき
40%

歩行中バランス崩し・もつれ
5%

滑り
31%

他人とぶつかった、
他人に押された

（被介助者の転倒含む）
5%

荷物や介助作業によって
バランスを崩した

4%

踏み外し
1%

車椅子、台車の操作を失敗
2%

立ち上がり時バランス崩し
1%

貧血、意識消失等
1%

物・他人・動物をよけようとして
バランスを崩した

1%

障害物を乗り越えるのを失敗した
1% 環境によるバランス崩し

1%

その他の転び方
4%

転倒モード不明
3%
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出典︓「労働者の転倒災害（業務中の転倒による重症）を防止しましょう」
（厚生労働省、R5）より

転倒災害 の防止対策について

24



出典︓「労働者の転倒災害（業務中の転倒による重症）を防止しましょう」
（厚生労働省、R5）より

転倒災害 の防止対策について

25

ＳＡＦＥコンソーシアム

ＳＡＦＥコ ン ソ ー シ ア ム と ＳＡＦＥア ワ ー ド について

SAFEコンソーシアム

26

令和５年度に応募のあった
全事例を事例集として取りまとめました。
（PDFファイル 86ページ）

https://safeconsortium.mhlw.go.jp/award/2023/

SAFEアワード

https://safeconsortium.mhlw.go.jp/award/2023/


交通労働災害防止のためのガイドライン
(最終改正︓平成30年６月１日付け基発0601第１号)

○ 管理体制の確立等
○ 適正な労働時間の管理、走行管理

・走行計画の作成
・点呼等の実施
・荷役作業を行わせる場合の措置

→・ 運転者の疲労に配慮した十分な休憩時間の確保
・ 荷の適正な積載

○ 教育の実施
・交通危険予知訓練

○ 意識の高揚
・交通安全情報マップの作成

○ 荷主・元請事業者による配慮等
・過積載運行の防止
・改善基準告示（※）の遵守
・安全な走行が出来ない発注の禁止
・到着時間の再設定等の措置

○ 健康管理

荷役作業の安全対策ガイドライン
(最終改正︓令和５年３月28日付け基発0328第５号)

●陸運事業者の実施事項
○ 管理体制の確立
○ 具体的な防止対策

・墜落、転落による労働災害の防止対策
・フォークリフト、ロールボックスパレット等
による労働災害の防止対策
・転倒による労働災害の防止対策

○ 安全衛生教育の実施
○ 荷主等との連絡調整

→ 『安全作業連絡書』の使用
○ 自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置

→ 運転者の疲労に配慮した十分な休憩時間の確保

●荷主等の実施事項
○ 改善基準告示（※）の遵守
○ 陸運業者に荷役作業を行わせる場合は事前に通知
○ 陸運事業者との連絡調整

→ 『安全作業連絡書』の使用
○ 自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置

→ 疲労に配慮した休憩時間の確保、
着時刻の弾力化

○ 安全に荷役作業を行える場所、機械等の確保

荷主の協力が
不可欠

※改善基準告示︓自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

連絡調整

荷役作業時における労働災害防止対策
（陸上貨物運送事業における労働災害防止のためのガイドライン）
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「荷主」って誰のこと︖「荷主」って誰のこと︖

ご 協 力 を お 願 い し ま す

【要請】 荷主の協力が必要です
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【お知らせ】
令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました

電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」をご活
用いただくとスムーズです。 ※当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。

入力支援サービスのご活用を︕

※
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